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☆お問い合わせ先    日南市役所  市民生活部　税務課　市民税係  ℡３１－１１２１（直通）

　 白色の確定申告を行っている事業者の専従者給与に
ついては提出不要です。ただし、専従者以外の方に支
払った給与がある場合は、必ず提出してください。

　 電子申告(エルタックス)を利用される場合、普通徴収分
は、個人別明細書の摘要欄にA～Ｄで理由を記載してく
ださい。

 ※ 給与支払報告書提出後の内容訂正、または提出もれがある
　　 場合は、次のとおり提出してください。
    ① 内容訂正 ・・・ 新たに給与支払報告書を作成し、余白に「訂正分」と朱書き
                             し、訂正内容を記したメモを添えて再提出してください。
    ② 追加        ・・・ 追加分の給与支払報告書を作成し、余白に「追加分」と朱書
                             きして提出してください。

総 括 表 の 作 成 に つ い て

「個人住民税の普通徴収への切替書」の理由に該当する場合を除き、
特別徴収となります。

☆☆給与支払報告書の提出について☆☆

４

　独自の総括表を使用される場合は、日南市提出用の総
括表（未記入で可）を一緒に提出してください。

　 市から送付された総括表を先頭にして、ホッチキスは使
用せずに輪ゴムかクリップで留めて提出してください。
   住民税を特別徴収できない従業員分（普通徴収分）に
ついては、理由ごとにその人数を「普通徴収への切替書」
に記入し、総括表に添付して提出してください。

　 日南市では、事業所コード等を記載した「総括表」を、給与
支払報告書の提出実績のある事業所等に送付しております。
   給与支払報告書の提出につきましては、以下の点に十分ご
留意いただき、ご提出いただきますようよろしくお願いします。

   アルバイト・パート等および退職者の方の分も提出して
ください。（本人が確定申告をする場合でも必ず提出して
ください。)

  総括表裏面の注意事項をご確認ください。

  給与支払報告書は、１人あたり１枚で提出してください。
  令和8年2月2日(月）までに必ず提出してください。

日 南 市

内容の確認とフリガナの

記入をお願いします。

※名称・住所等に変更や

誤り等がある場合には、

朱書きで訂正してください。

市から内容の確認等の連

絡を取る際に必要となりま

すので、必ず記入をお願

いします。

報告人員については、日

南市に給与支払報告書を

提出するすべての人数を

記入します。提出枚数と合

致するか、必ず確認してく

ださい。

報告人員のうち、住民税を

特別徴収できない従業員

分（普通徴収分）について

は、理由ごとに人数および

合計人数を記入してくださ

い。

受給者総人員は日南市に

住所のある人員数ではなく

事業所全体での人員数で

す。

電子納付等で納付書を使

用されずに納付される場

合のみ、不要に○をつけ

てください。


